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(57)【要約】
【課題】
煩雑な操作を行わずに、検査時に患者の過去の検査結果
を視覚的、直感的に理解することができる超音波診断装
置を提供する。
【解決手段】
超音波を照射し、反射された超音波を受信して受信信号
を生成する超音波プローブ１と、受信信号を超音波画像
データに変換する信号処理部２、３と、超音波画像デー
タを超音波画像として表示する表示部５と、生体の体表
形状または臓器形状を示すボディマークであって、標準
としてあらかじめ設定された初期設定ボディマークを保
存する初期設定記憶部６と、初期設定ボディマークを表
示部に表示させる制御部８、９と、ボディマークであっ
て、患者の過去の検査時に生成された履歴ボディマーク
を保存する患者履歴記憶部７とを備え、制御部８、９は
、患者の履歴ボディマークまたは初期設定ボディマーク
を選択的に表示部５に表示させる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を照射し、反射された超音波を受信して受信信号を生成する超音波プローブと、
　前記受信信号を超音波画像データに変換する信号処理部と、
　前記超音波画像データを超音波画像として表示する表示部と、
　生体の体表形状または臓器形状を示すボディマークであって、標準としてあらかじめ設
定された初期設定ボディマークを保存する初期設定記憶部と、
　前記初期設定ボディマークを前記表示部に表示させる制御部と、
　前記ボディマークであって、患者の過去の検査時に生成された履歴ボディマークを保存
する患者履歴記憶部とを備え、
　前記制御部は、前記患者の前記履歴ボディマークまたは前記初期設定ボディマークを選
択的に前記表示部に表示させることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　患者識別情報を入力可能とする入力部を備え、
　前記制御部は、入力された前記患者識別情報に対応する前記履歴ボディマークが前記患
者履歴記憶部に存在する場合に、前記履歴ボディマークを前記表示部に表示させる請求項
１記載の超音波診断装置。
【請求項３】
　前記制御部は、入力された前記患者識別情報に対応する前記履歴ボディマークが前記患
者履歴記憶部に存在しない場合に、前記初期設定ボディマークを前記表示部に表示させる
請求項２記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記履歴ボディマークまたは前記初期設定ボディマークを前記超音波画像に重畳表示可
能な請求項１～３のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記履歴ボディマークには、前記超音波画像を撮影した時の前記患者に対する前記超音
波プローブの位置を示すプローブマークを含む請求項１～４のいずれか一項に記載の超音
波診断装置。
【請求項６】
　前記履歴ボディマークおよび前記初期設定ボディマークを編集可能な編集部を有する請
求項１～５のいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体に超音波を送信して、その反射波から断層画像を得る超音波診断装置に
関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から超音波診断装置は、多岐にわたる診療科に対応できように汎用性を有するもの
が多い。そのため、超音波診断装置には、画像パラメータや計測ソフトウェア、ボディマ
ークなどが多数用意されている。すなわち、選択肢が多くなり、ユーザーが所望の設定を
行うための操作が煩雑となる。
【０００３】
　この問題を解消するため、診断目的に適した複数の装置条件をあらかじめ組み合わせて
装置内へ登録し、ユーザーが検査開始時に診断対象に応じて、操作卓上のキー操作で呼び
出せるようにしたもの（プリセット）が、用意されている。プリセットは、診断目的に適
した装置初期値ＤＢ(データベース)と、過去の診断時にユーザーが装置へ登録した患者Ｉ
Ｄや計測値結果を格納した患者履歴記憶部に格納されたデータベースから呼び出されるよ
うになっている。
【０００４】
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　装置初期値ＤＢに格納されているボディマークとプローブマークは、取得した超音波画
像の診断部位を確認するうえで重要な情報である。使用頻度が高いルーチン検査では、検
査ごとにボディマークとプローブマークを手動で設定すると、設定を繰り返して行うこと
になり操作が煩雑になる。このボディマークとプローブマークの設定、表示を自動化しよ
うとすることが提案されている（例えば、特許文献１参照）。
【０００５】
　この超音波診断装置は、探触子に装着した磁気センサにより座標情報を取得し、三次元
のボディマークにプローブマークをリアルタイム表示する。すなわち、現在、表示部に表
示されている超音波画像についての被検体と探触子との位置関係を、図形化表現によって
ユーザーへ直感的に提供することができる。
【０００６】
　また、従来のボディマークとプローブマークは、ヒトの体内の三次元構造をボディマー
クで代用することで、診断の補助手段として使用される場合がある。例えば、産科領域の
検査では胎児の胎位や胎向を表現したい場合の使用がそれにあたる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１１８１４２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、超音波検査において、同一患者を経過観察することがさまざまな診療科
で日常的に行われているにもかかわらず、検査時に過去の検査における情報を呼び出すに
は、複数の操作が必要である。
【０００９】
　過去の検査結果を呼び出す手段として、レポート機能があるが、レポート表示画面を表
示するために操作部の複数種類のキーを押下する必要があり、操作が煩雑である。また、
レポート表示では表現手段の多くが文字であるために、直感性や視認性に乏しく、過去の
検査情報を理解するのに時間を要する。
【００１０】
　本発明は、上記従来の問題を解決するもので、煩雑な操作を行わずに、検査時に患者の
過去の検査結果を視覚的、直感的に理解することができる超音波診断装置を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の超音波診断装置は、上記課題を解決するために、超音波を照射し、反射された
超音波を受信して受信信号を生成する超音波プローブと、前記受信信号を超音波画像デー
タに変換する信号処理部（送受信回路、ＤＳＣ回路）と、前記超音波画像データを超音波
画像として表示する表示部と、生体の体表形状または臓器形状を示すボディマークであっ
て、標準としてあらかじめ設定された初期設定ボディマークを保存する初期設定記憶部（
装置初期設定記憶部）と、前記初期設定ボディマークを前記表示部に表示させる制御部と
、前記ボディマークであって、患者の過去の検査時に生成された履歴ボディマークを保存
する患者履歴記憶部とを備え、前記制御部は、前記患者の前記履歴ボディマークまたは前
記初期設定ボディマークを選択的に前記表示部に表示させることを特徴とする。
【００１２】
　また、患者識別情報を入力可能とする入力部を備え、前記制御部は、入力された前記患
者識別情報に対応する前記履歴ボディマークが前記患者履歴記憶部に存在する場合に、前
記履歴ボディマークを前記表示部に表示させる構成にすることもできる。
【００１３】
　また、前記制御部は、入力された前記患者識別情報に対応する前記履歴ボディマークが
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前記患者履歴記憶部に存在しない場合に、前記初期設定ボディマークを前記表示部に表示
させる構成にすることもできる。
【００１４】
　また、前記履歴ボディマークまたは前記初期設定ボディマークを前記超音波画像に重畳
表示可能な構成にすることもできる。
【００１５】
　また、前記履歴ボディマークには、前記超音波画像を撮影した時の前記患者に対する前
記超音波プローブの位置を示すプローブマークを含む構成にすることができる。
【００１６】
　また、前記履歴ボディマークおよび前記初期設定ボディマークを編集可能な編集部を有
する構成にすることもできる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、患者の過去の検査時に生成された履歴ボディマークを保存する患者履
歴記憶部を備え、煩雑な操作を行わずに、検査時に患者の過去の検査結果を視覚的、直感
的に理解することができる超音波診断装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係る超音波診断装置の動作を示すフロー図
【図３】実施の形態１に係る超音波診断装置の表示画像を示す図
【図４】本発明の実施の形態２に係る超音波診断装置の表示画像を示す図
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
超音波プローブ１は、送信信号により駆動されて超音波パルスを被検体体内に照射する。
また、超音波プローブ１は、被検体の音響インピーダンスの異なる組織の境界面から反射
された超音波を受信して電気信号に変換する。送受信回路２は、送信信号を生成して超音
波プローブ１に供給する。また、送受信回路２は、超音波プローブ１で変換された電気信
号を信号処理して、エコー信号を生成する。
【００２０】
　ＤＳＣ回路３は、エコー信号を表示部５に表示可能な超音波画像データに走査変換する
。画像合成回路４は、超音波画像データに基づく超音波画像に、生体の体表形状または臓
器形状を示すボディマーク（初期設定ボディマークおよび履歴ボディマーク）を合成した
合成画像データを生成する。表示部５は、合成画像データを合成画像として表示する。
【００２１】
　装置初期設定記憶部６は、データベースを有している。本発明の実施の形態１に係る超
音波診断装置は、さまざまな診療科に対応できるように設計されているため、超音波診断
装置内部には、画像パラメータや計測ソフト、ボディマークなどが多彩に用意されている
。装置初期設定記憶部６には、画像パラメータや計測ソフト、ボディマークなどの最適化
されたパラメータの組み合わせ（プリセット）が、ＯＢ（産科）、Ａｂｄ（腹部）、Ｃａ
ｒｄ（心臓）などの診断目的に応じて保存されている。以下、診断目的に応じた標準とし
て最適設定されたボディマークを初期設定ボディマークと称する。このため、ユーザーは
目的とする診断領域に応じて、検査開始時に操作部１０から簡単なキー操作でパラメータ
を設定することが可能である。
【００２２】
　患者履歴記憶部７には、過去の検査時にユーザーが装置へ登録した患者ＩＤや計測値結
果とともに、検査結果を反映した履歴ボディマークが格納されている。そして、検査施行
日、履歴ボディマークは、患者ＩＤと関連付けられて管理されている。
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【００２３】
　制御部９は、操作部１０から入力された患者ＩＤをボディマーク選択部８に出力する。
また、後述する装置初期設定記憶部６に保存された初期設定ボディマークまたは患者履歴
記憶部７に保存された履歴ボディマークを画像合成回路４に出力する。操作部１０は、ユ
ーザーが超音波診断装置に対応して指示を入力するために、多数のボリウムツマミやトラ
ックボールを含むハードキーや、タッチスクリーン上のソフトキーを有している。
【００２４】
　ボディマーク選択部８は、制御部９から出力された患者ＩＤを患者履歴記憶部７に記憶
されている患者ＩＤと照合し、一致した患者ＩＤがあった場合には、その患者ＩＤに関連
付けられた前回の検査施行日の履歴ボディマークを取り出す。また、一致した患者ＩＤが
ない場合には、装置初期設定記憶部６から初期条件に応じた初期設定ボディマークを取り
出す。
【００２５】
　次に、以上のように構成された超音波診断装置の動作について説明する。図２は、本実
施の形態に係る超音波診断装置の動作の流れを示すフロー図である。この超音波診断装置
の動作において、産科の超音波検査を行い、表示部５にボディマークを表示する場合を例
に説明する。
【００２６】
　あらかじめ、患者ごとに患者ＩＤが振り当てられている。まず、ステップＳ１０１にお
いて、妊婦の検査を開始するに際して、ユーザーにより操作部１０がキー操作されて、患
者属性入力欄に患者ＩＤが入力される。
【００２７】
　次に、ステップ１０２において、ボディマーク選択部８は、患者ＩＤと患者履歴記憶部
７に記憶されている患者ＩＤとを照合する。患者履歴記憶部７に記憶されている患者ＩＤ
の中に入力された患者ＩＤと一致するものがある場合は、以前に患者を検査したことがあ
ることを示す。この場合、ユーザーに入力情報の確認キー操作を促す。この入力情報には
、前回の検査で行われた装置条件を含めることができる。確認キー操作が行われると、患
者属性入力欄を閉じる。
【００２８】
　なお、ボディマーク選択部８が行う入力された患者ＩＤと患者ＩＤとの照合は、入力さ
れた患者ＩＤが完全に入力されてから行ってもよいが、入力途中に逐次行ってもよい。ユ
ーザーが患者ＩＤを入力している途中に逐次照合を行うと、入力される患者ＩＤと対応し
そうな候補の患者ＩＤを患者属性入力欄に自動表示させることができ、入力操作の簡便化
を図ることができる。
【００２９】
　次に、ステップＳ１０３において、ボディマーク選択部８は、入力された患者ＩＤに関
連付けられ、前回の検査で使用された履歴ボディマークを患者履歴記憶部７から取り出す
。そして、制御部９が画像合成回路４に履歴ボディマークを出力し、画像合成回路４が履
歴ボディマークを表示部５に表示する。履歴ボディマークが表示されることにより、ユー
ザーは、前回の検査結果を視覚的、直感的に理解することができる。
【００３０】
　図３は、ステップＳ１０３において履歴ボディマークが表示部５に表示された表示画像
を模式的に示した図である。表示画像２１には、患者ＩＤ表示領域２２と、画像付帯情報
表示領域２３と、超音波画像表示領域２４とを有する。患者ＩＤ表示領域２２には、患者
ＩＤおよび検査当日の妊娠週数が表示される。画像付帯情報表示領域２３には、超音波画
像に関する装置パラメータや画像計測を行った際の計測値表示などの画像に付帯した情報
が表示される。
【００３１】
　超音波画像表示領域２４には、履歴ボディマーク２６と、現時点では表示されていない
超音波画像２５と、現時点では表示されていない装置初期設定記憶部６の産科用プリセッ
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トから呼び出された初期設定ボディマーク２７とが表示可能である。
【００３２】
　履歴ボディマーク２６が、超音波画像を取得する前すなわちユーザーが超音波プローブ
１により走査を開始する前に表示されることで、ユーザーは、前回の胎児の胎位や胎向を
直感的に把握できる。同時に妊婦へ検査履歴を説明する場合に、図形化した履歴ボディマ
ーク２６はわかりやすい情報伝達手段であるため、インフォームド・コンセント(informe
d consent)のツールとして有用である。
【００３３】
　次に、ステップＳ１０４において超音波検査を開始する。送受信回路２は、送信信号を
生成して超音波プローブ１に供給する。超音波プローブ１は、送信信号により駆動されて
超音波パルスを被検体体内に照射し、胎児などにより反射された超音波を受信して電気信
号に変換する。送受信回路２は、超音波プローブ１で変換された電気信号を信号処理して
、エコー信号を生成する。
【００３４】
　ＤＳＣ回路３は、エコー信号を表示部５に表示可能な超音波画像データに走査変換する
。画像合成回路４は、超音波画像データに基づく超音波画像に履歴ボディマークを合成し
た合成画像データを生成する。表示部５は、合成画像データを合成画像として表示する。
【００３５】
　次に、ステップＳ１０５において、超音波画像を保存する場合に、前回の検査で使用し
た履歴ボディマークを継続表示するか否かをユーザーに判断させる。履歴ボディマークを
継続表示することは、臨床検査において有用である。また、胎児の胎位や胎向が前回の検
査時と同じ状態であれば、表示中の履歴ボディマーク２６を継続表示することで、操作卓
のキーステップ数を低減することができる。一方、現在の超音波画像表示領域２４に表示
されている画像を説明用として保存する場合には、履歴ボディマークを表示しないことが
望ましい場合がある。これらの状況に対応するため、超音波画像表示領域２４の画像を保
存する場合に、ユーザーの判断により履歴ボディマークの表示、非表示の選択がされる。
【００３６】
　履歴ボディマークを表示しない場合は、ステップＳ１０６において履歴ボディマーク２
６を非表示状態にして、ステップＳ１０７に進む。一方、履歴ボディマークを表示したま
まとする場合は、ステップＳ１０７に進む。
【００３７】
　次に、ステップＳ１０７においてボディマーク選択部８は、装置初期設定記憶部６の産
科用プリセットから初期設定ボディマークを選択して、超音波画像表示領域２４の画像に
初期設定ボディマーク２７を表示させて、ステップＳ１１０に進む。初期設定ボディマー
ク２７の表示は、公知の技術に基くもので、初期設定ボディマークを表示することにより
表示部上の超音波画像の診断部位を直感的に確認することができる。
【００３８】
　なお、装置初期設定記憶部６から呼び出された初期設定ボディマークは、いわゆるプリ
セット機能にすぎず、常に同じものが最初に表示される。ユーザーは、表示された初期設
定ボディマークを適切なボディマークに変更、修正することができる。
【００３９】
　また、ユーザーの好みに応じて、初期設定ボディマーク２７を表示しないようにするこ
ともできる。
【００４０】
　また、ユーザーの所望に応じて、履歴ボディマーク２６を１つあるいは複数個表示する
こともできる。
【００４１】
　ステップＳ１０２において、患者履歴記憶部７に記憶されている患者ＩＤの中に入力さ
れた患者ＩＤと一致するものがない場合には、過去にこの患者を検査したことが無いこと
を示す。この場合は、ステップＳ１０８においてユーザーに対して、表示部５に表示され
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る患者情報の患者属性入力欄に患者のカルテ番号や氏名、最終生理日や出産予定日などの
入力を促す。患者情報が入力されると、患者属性入力欄を閉じる。この時プリセットに含
まれる装置条件に設定してもよい。
【００４２】
　次に、ステップＳ１０９において超音波検査を開始する。ステップＳ１０９における超
音波検査は、ステップＳ１０４における超音波検査と同様である。超音波検査が終了する
と、次にステップＳ１０７において初期設定ボディマークを表示する。
【００４３】
　ユーザーが一連の検査を終了する際に、ステップＳ１１０において、制御部９は、その
時点で検査に使用していたボディマークを履歴ボディマークとして患者履歴記憶部７に登
録する。さらに、履歴ボディマークに関連させて一連の超音波検査手順中にユーザーが胎
児発育診断として検出した計測値、患者ＩＤ、および日付を患者履歴記憶部７に記憶させ
る。これにより、次回の検査においてこの患者ＩＤが入力されると、対応する履歴ボディ
マークや日付などを表示することができる。
【００４４】
　超音波検査では、ひとりの患者に対して複数種類の臓器を観察する場合があるため、ユ
ーザーによっては複数種類のボディマークを検査対象に応じて使い分ける場合もある。そ
のため、患者履歴記憶部７に登録できるボディマークは、１種類に限定されることなく、
複数種類が保管される構成にすることもできる。これら複数種類・複数枚のボディマーク
は検査時間順、あるいは検査時間中に最も表示時間が長かったボディマークから順に並ん
だ画像リスト（サムネイル）として表示できるようにしておいてもよく、または枚数を表
示してアップダウンできるようにしても良い。
【００４５】
　患者履歴記憶部７に登録可能な履歴ボディマーク２６の種類が１種類の場合には、装置
が有するタイマーで表示時間を監視し、当該患者に要した検査時間中に最も表示時間が長
かったボディマークを履歴ボディマークとしてもよいし、検査終了時のボディマークを履
歴ボディマークとしてもよい。
【００４６】
　なお、超音波画像に重畳して表示させた履歴ボディマーク２６と初期設定ボディマーク
２７を、視覚的に差別化することなく同時に表示させることは、ユーザーが混乱をきたす
可能性がある。
【００４７】
　図３に示した例では、患者履歴記憶部７から呼び出した履歴ボディマーク２６の図形化
表示サイズを縮小して表示している。同時に、患者履歴記憶部７に保存されているデータ
から、履歴ボディマーク２６の近傍に前回の妊娠週数である２０ｗｋｓ０ｄ（妊娠２０週
０日）を文字表示させることで、ユーザーがボディマークを識別することを容易にしてい
る。なお、検査当日の妊娠週数は、患者ＩＤ表示領域２２に装置の自動計算機能によって
算出され、２４ｗｋｓ０ｄ（妊娠２４週０日）と表示される。
【００４８】
　図３に示した履歴ボディマーク２６の例は、簡単な線画による２次元グラッフィク表示
であったが、装置初期設定記憶部６のボディマークデータベースに、よりリアルな３次元
グラフィックイメージを格納している場合には、それを用いても良い。
【００４９】
　また、履歴ボディマーク２６と初期設定ボディマーク２７の更なる視覚的差別化のため
に、履歴ボディマーク２６を着色変更することができるようにしてもよい。
【００５０】
　さらに、ユーザーの更なる好みに応じて、履歴ボディマーク２６と初期設定ボディマー
ク２７は、表示画像２１上の任意の位置へ移動できるものであってもよい。
【００５１】
　以上のように、本実施の形態に係る超音波診断装置は、入力された患者ＩＤに基づいて
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患者の前回の診断で使用された履歴ボディマークを表示することができる。これにより、
ユーザーは、過去の検査結果を視覚的、直感的に理解することができる。
【００５２】
　また、初診の場合であっても、初期設定ボディマークが表示されるので、初期設定ボデ
ィマークに対して、変更、修正を行うことにより、超音波検査の後に結果をボディマーク
に反映させやすくなる。
【００５３】
　（実施の形態２）
　本発明の実施の形態２に係る超音波診断装置は、実施の形態１に係る超音波診断装置で
表示されたボディマークを編集してマスマークを重畳させるものである。本実施の形態に
おける超音波診断装置の構成は、実施の形態１における超音波診断装置にマスマークを編
集する編集手段（図示せず）が追加された構成である。本実施の形態における超音波診断
装置において実施の形態１における超音波診断装置と同様の構成要素については同一の符
号を付して説明を省略する。
【００５４】
　本実施の形態では、診断領域が腹部であり、患者に肝臓癌がある経過観察中の診断を例
に挙げて説明する。ヒトの癌や結石などの解剖学的異常像（マス、ｍａｓｓ）は、人体内
の不特定位置にさまざまな数や大きさで出現する。超音波診断装置による経過観察では、
断層画像上の変化を図形情報化して追跡観察することで、有効な治療や診断を行うことが
できる。
【００５５】
　図４は、本実施の形態における超音波診断装置の超音波画像を取得した後の表示画像を
示す図である。画像付帯情報表示領域２３には、肝臓を模した履歴ボディマーク２６ｂと
、３個の解剖学的異常像を示すマスマーク２８と、超音波画像の断層像を得た超音波プロ
ーブ１の位置を示すプローブマーク２９が表示されている。
【００５６】
　本実施の形態にかかる超音波診断装置は、履歴ボディマーク２６ｂに、検査時に得られ
た診断情報としてのマスマーク２８を重畳表示させる編集手段を有している。この構成に
より、ユーザーが履歴ボディマーク２６ｂへの加筆・修正などの編集作業を行うことで、
任意の形状に図形化したマスマークを表示することが可能である。編集手段については、
例えば、特開２００７－０２９４５６号公報に開示された発明に係る手段と同様の手段を
用いることができる。
【００５７】
　履歴ボディマーク２６ｂは、マスマーク２８が重畳された状態で、患者履歴記憶部７に
格納され、一致する患者ＩＤが入力されると、呼び出される。呼び出された履歴ボディマ
ークにはマスマークが重畳されており、ユーザーがこれらのマークに対して編集手段を用
いて、断層画像の観察で得た新たな画像上の変化について、追記や変更などを行うことが
できる。したがって、患者履歴記憶部７に格納された履歴ボディマークおよびマスマーク
を利用して新たなボディマークを作成できるため、入力時間の短縮につながると同時に、
前回検査時との病態変化が比較しやすいという効果が生じる。
【００５８】
　上記の履歴ボディマーク２６ｂにマスマーク２８を重畳させる例では、図形の構造が複
雑なことや、断層画像に基いて、癌などの計測値を文字情報としてマスマーク２８へ追加
できることが望ましい場合がある。そのため、マスマークなどを拡大させても、断層画像
と重畳しないように、画像合成回路４は、マスマークなどを画像付帯情報表示領域２３に
表示させて、視認性を高めることができる。
【００５９】
　一方、マスマーク２８の表示は、患者にとって有益でない場合がある。そのため、ユー
ザーの判断によって、表示部５に表示中の履歴ボディマーク２６ｂとマスマーク２８を非
表示状態とし、仰臥位状態で検査を受けている患者の視線から死角となる位置にボディマ
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を設け、タッチスクリーンに履歴ボディマークなどを表示できる構成にすることもできる
。
【００６０】
　以上のように、本実施の形態に係る超音波診断装置は、ボディマークにマスマークやプ
ローブマークを重畳表示することにより、ユーザーが過去の検査結果を視覚的、直感的に
理解することができる。
【産業上の利用可能性】
【００６１】
　本発明は、検査時に、前回の検査時に得たボディマークを表示させることにより、前回
の検査結果をユーザーが視覚的、直感的に理解することができるという効果を有し、特に
臨床で行われる経過観察に優れた超音波診断装置として利用可能である。
【符号の説明】
【００６２】
　１　超音波プローブ
　２　送受信回路
　３　ＤＳＣ回路
　４　画像合成回路
　５　表示部
　６　装置初期設定記憶部
　７　患者履歴記憶部
　８　ボディマーク選択部
　９　制御部
　１０　操作部
　２１　表示画像
　２２　患者ＩＤ表示領域
　２３　画像付帯情報表示領域
　２４　超音波画像表示領域
　２５　超音波画像
　２６、２６ｂ　履歴ボディマーク
　２７　初期設定ボディマーク
　２８　マスマーク
　２９　プローブマーク
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